
政 治 団 体 設 立 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣
殿

神奈川県選挙管理委員会
政治団体の名称

事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名 ,

政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

政 治 団 体 の 区 分
□ 政 党
□ 政 党 の 支 部
□ 政 治 資 金 団 体
□ 政治資金規正法第18条の２
第１項の規定による政治団体

（ ふ り が な ） □ そ の 他 の 政 治 団 体
名 称 □ その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分
□ 政治資金規正法第19条の７
第 １ 項 第 １ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

□ 政治資金規正法第19条の７
第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

目 的 別 紙 の と お り 組 織 年 月 日 令和 年 月 日

主た る事務所 （〒 - ）

の 所 在 地
（電話 - - ）

主たる活動区域

( ふ り が な ） （ 住 所 ） （生年月日） (選任年月日)
氏 名 （〒 - ）

代 表 者

（電話 - - ）

（〒 - ）

会 計 責 任 者

（電話 - - ）

（〒 - ）

会 計 責 任 者
の 職 務 代 行 者

（電話 - - ）

□ 有 課 税 上 の 優 遇 措 置 の □ 有
支 部 の 有 無

□ 無 適 用 関 係 の 有 無 □ 無

代 表 者 で あ る 公 職 の 候 補 者 に 係 る 公 職 の 種 類
政 治 資 金 規 正 法 第 1 9 条 の ７
第 １ 項 第 １ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

（ ふ り が な ）
政 治 資 金 規 正 法 第 1 9 条 の ７ 公 職 の 候 補 者 の 氏 名 公職の候補者に係る公職の種類
第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体



設 立 届 の 記 載 上 の 注 意 事 項

１ 設立届は、必ず神奈川県選挙管理委員会に持参してください。郵送等による届出は認められません。

２ 楷書で正確に記載してください。

３ 届出年月日は、実際に神奈川県選挙管理委員会に届け出る年月日を記入してください。

４ 届出先の名称は「主たる活動区域」が、２以上の都道府県にまたがる場合は総務大臣、神奈川県内である場合は神奈

川県選挙管理委員会とし、不要部分を２本線で抹消してください（訂正印は不要）。

５ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名してください。

なお、署名は、必ず代表者本人が自署してください。

６ □内には、該当するものにレを記入してください。政党の支部にあっては、「政党の支部」の項にレを記入してくだ

さい。

７ 政治団体の名称及び代表者、会計責任者、同職務代行者の氏名にはふりがなをつけてください。

８ 政治団体の支部にあっては、「名称」欄にその名称を記載するとともに、当該支部を支部とする政治団体の名称を

「(本部)何々」の例により記載してください。

９ 会計責任者と同職務代行者は別人でなければなりません。

10 「組織年月日」欄には、政治団体の組織（設立）の日を記載してください。

11 「主たる事務所の所在地」欄には、例えば、「横浜市中区○○町１丁目１番１号○○ビル○○号室」、「横浜市中区

○○町１丁目１番１号○○方｣ というように詳細に記載してください。

12 「主たる活動区域」欄には、２以上の都道府県にわたる政治団体にあっては、例えば、「全国」、「東京都及び神奈

川県」というように記載し、 活動区域が神奈川県内である政治団体にあっては、例えば、「神奈川県」、「Ａ市」、

「Ａ市及びＢ市」というように記載してください。

13 「支部の有無」欄には、設立届を提出する時点で、実際に支部が設立されている場合のみ「有」にしてください。

14 「課税上の優遇措置の適用関係の有無」欄の記入については、職員に御相談ください。

15 届出の際には、規約、綱領、党則その他これらに相当するものをあわせて提出してください。

なお、規約等には、少なくとも次の事項を記載してください（詳細は、〔政治団体の規約例〕を参照してください）。

①名称及び所在地

②目的

③事業活動（講演会の実施等具体的に記載してください。）

④執行機関（役員）

⑤会員の資格

⑥会計

16 訂正がある場合、訂正印が必要となりますので、届出の際には、代表者の印鑑を必ず御持参ください。



〔政 治 団 体 の 規 約 例〕

〇〇〇〇後援会規約

(名称及び所在地)

第１条 本会は、〇〇〇〇後援会と称し、主たる事務所を神奈川県内におく。

(目的)

第２条 本会は、〇〇〇〇氏の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的

とする。

(事業)

第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

１ 講演会、座談会等の開催

２ 会報等の発刊及び配布

３ 関係諸団体との連携

４ その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第４条 本会は、第２条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

(役員)

第５条 本会に次の役員をおく。

会 長 １名

副会長 ２名

理 事 若干名

監 事 ２名

会計責任者 １名

(役員の選出及び任期)

第６条 １ 役員は、総会において選出する。

２ 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。

（会議）

第７条 １ 会長は、毎年１回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。

２ 会長は、必要に応じ役員会を招集する。

(経費)

第８条 本会の経費は、会費（年額＊＊＊円）、寄附金その他の収入をもって当てる。

(会計年度及び会計監査)

第９条 １ 本会の会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。

２ 会計責任者は、本会の経理につき年１回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

(規約の改廃)

第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。

(補則)

第11条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

附 則

本規約は、令和○○年○○月○○日より実施する。

(設立届の中の｢組織年月日｣及び各役員の｢選任年月日｣と原則として一致します｡)


